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賃貸不動産管理業を応援する

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会

賃貸不動産管理業協会は2011年4月から「一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会」として新たにスタートしました。

スキルアップ＆サポート会報誌

●VOL.7 ： 特集
　管理業者のための防災対策
●賃貸営業のためのスキルアップミッション
●法律相談
　知っておきたい賃貸管理の法律知識Q＆A
●税務相談
　知っておきたい賃貸管理の税務知識Q＆A
●今どきの空室対策 レポート編
●全宅管理ウェブサイトの使い方
●協会インフォメーション

02

C O N T E N T S

2013. Autumn22

10

08

11
12

VOL.7
14

保存版 全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方

管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策Vol.7　特集

書籍等のご案内
　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会では、会員様のために下記頒布物をご
用意しております。
　ご購入は、全宅管理ウェブサイト「書籍等のご案内」から申込書をダウンロードし、
FAXにてお申し込みください。

賃貸不動産管理業務マニュアル
賃貸不動産管理業務のノウハウ等を
効率的に提供する目的で本会が作成
致しました。この1冊で賃貸管理業務に
必要な知識が網羅できる充実した内
容となっております。

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会年　　　月

入居のしおり

入居のしおり
賃貸住宅で生活する上でのルールや
暮らしの心構えをまとめた小冊子です。
入居前や更新時に入居者にお渡しい
ただく等ご活用ください。

原状回復基礎知識原状回復基礎知識
改訂版

原状回復基礎知識

一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会
所在地：東京都千代田区岩本町２丁目６番３号　TEL：03-3865-7031　FAX：03-5821-7330

HP：http://www.chinkan.jp

8 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（略称：全宅管理）の取組み
　全宅管理は、賃貸不動産管理業の健全な発展と適正化に資す
るために（公社）全宅連を母体に設立された団体で、全国で最大
数の賃貸不動産管理業者が所属しています。
　原状回復ガイドラインについては、各種研修会や解説書の頒
布等により傘下会員への啓発を行っているほか、トラブルの未
然防止のため本リーフレットを作成することにより広く一般の
方々への普及にも努めています。

7 物件チェックの重要性
　建物の賃貸借は、契約期間が長期にわたることが多く、当事
者の記憶だけでは損耗等の箇所・発生の時期等の事実関係を
巡ってトラブルになりやすいといえます。
　したがって、事実関係を明確にし、トラブルを未然に防止す
るためには、入居時及び退去時に損耗・毀損の有無や状況を

チェックするリストを作成し、当事者が立会いのうえ、十分に
確認することが必要です。チェックリストを作成しておけば、
後日トラブルが訴訟等になっても、迅速な解決に結びつくと考
えられます。

6 特約について
　賃貸借契約であっても、強行法規（例えば、借地借家法や消
費者契約法の規定）に反しないのであれば、当事者の合意で特
約を設けることは認められます。
　もっとも、裁判例では、一定範囲の小修繕を賃借人の義務と
する修繕特約については、単に賃貸人の修繕義務を免除する趣
旨であると制限的に解釈することが多いようです。
　また、最高裁は、経年変化や通常損耗分の修繕義務を賃借人
に負担させる特約について、賃借人が修繕費用を負担すること
になる通常損耗及び経年変化の範囲を明確に理解し、それを合
意の内容としたものと認められるなど、通常損耗補修特約が明

確に合意されていることが必要であるとの判断を示しています。
　したがって、ガイドラインは、借地借家法、消費者契約法等
の趣旨や、最高裁の判例等を踏まえ、原状回復に関する賃借人
に不利な内容の特約については、次のような要件を満たすこと
を要求しています。
①　特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、
　合理的理由が存在すること
②　賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等
　の義務を負うことについて認識していること
③　賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

　なお、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住
宅の設備等として使用可能な場合があり（つまり、このような
場合の当該設備の実際の残存価値は１円よりも高いということ
になります。）、このような場合には、賃借人は実際の残存価値に
相当する修繕費を負担する必要があることに留意する必要があ
ります。
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設備等の経過年数と賃借人負担割合
（耐用年数６年及び８年・定額法の場合）

賃借人負担割合（原状回復義務がある場合）

原状回復基礎知識
貸主様、借主様の双方の視点から原
状回復に係わる費用負担例をわかりや
すく説明しております。
Ａ4判4ページ。

貸主様ご提案用リーフレット
貸主から不動産の管理業務を受託す
るための貸主提案用リーフレットです。
Ａ3判二つ折・カラー。

賃貸住宅事業収支計算ソフト
オーナー様に対して賃貸住宅の事業
収支計算書を作成するためのソフト
です。

賃貸管理業務支援ソフト
管理業務の基本である「月次報告書」

「家賃収納台帳」「履歴データ」を作成
するためのソフトです。

●会員価格：3,150円（税込）
●会員価格：50円(税込) ●会員価格：1セット（100部）

　1,100円（税込）

●会員限定：1セット（5枚入り）
　1,000円（税込）

●会員限定：79,800円（税込） ●会員限定：29,800円（税込）

（最低注文部数 100部から）





　東日本大震災を受け、平成23年12月27日よ
り「津波防災地域づくりに関する法律」が施行
されました。これにより、宅地建物取引業法施
行規制が改正され、取引対象となる物件が津波
災害警戒区域にある場合は、その旨を取引の相
手方に重要事項として説明することが必要とな
りました。
　物件が津波災害警戒区域に指定されている
か否かの確認は、各都道府県庁に問合わせてください。また、都道府県が新たに区域
指定をするときは、広報やウェブサイトにて公示されることとなっています。
　また、土砂災害警戒区域内にある物件についても、これまでどおり、重要事項での
説明が必要です。



地震や水害…
いろいろな災害が
続いてるわね。

心配ですね。
あ、
見せてください。
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東京カンテイ調べ



東京カンテイ調べ

マンション倒壊で賃借人が死亡　所有者に1億2,900万円の損賠賠償　



キメ物件の紹介は初めに？最後に？



キメ物件の紹介は初めに？最後に？

株式会社ジェイ・エス・プラス取締役。三井不動産販売㈱を経て、㈱ジェイ・エス・プラス設立に参
画（その後、ピタットハウスネットワークにも加盟）。公認不動産コンサルティングマスター等取
得資格多数。新築分譲や契約管理などの経験を生かしつつ、街の不動産屋として賃貸を中心に売
買、リフォームなど幅広く手がける。不動産取引実務関連の書籍も多数執筆（共著）。



東京シティ税理士事務所 税理士。土地譲渡の税金、
相続税、土地の有効活用、アパートマンションオー
ナーの税金問題等が得意分野。賃貸不動産経営管理
士講師、（公財）不動産流通近代化センター専任講師
を務めている。『アパート･マンション経営がぜんぶわ
かる本』（あさ出版）など、書籍等の編集・執筆も多数。
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　2012年に東京都新宿区にゲストハウス部門の拠点を設けた武蔵野コミュニ
ケーションズ(本社：東京都武蔵野市）の新宿ゲストハウスセンターには、日本語
に加えて英語、中国語、韓国語のいずれかを話せる5名の女性外国語スタッフが
在籍。お客様からの問合わせ対応から、物件案内、入居審査、契約書の作成と
締結、入居者やオーナーからの苦情や相談の対応、家賃催促、退去手続、家
具・備品の設置等、運営のすべてを担当している。女性スタッフが多い理由は同
社ゲストハウスに女性限定物件が多いため。今回は、英語を担当する松井桃子
さん、中国語を担当する羅 丹（中国出身）さん、韓国語を担当する金 泰希さん
（韓国出身）に、各言語圏のお客様の傾向や業務内容等についてお聞きした。
「英語圏のお客様はアメリカやカナダ、イギリスだけでなく、フランスやアフリカ
の方などもいらしてとてもバラエティ豊かです。来日目的は語学留学と観光です」
（松井さん）
「中国語圏は最近、台湾からのお客様が一番多く、リピーターや紹介での問い
合わせが非常に多いです。語学留学やワーキングホリデーですね。台湾のワーキ
ングホリデーは１年あるのですが、１か月の契約をし、滞在を延長するという方
が多くいらっしゃいます」（羅さん）
「韓国からのお客様もワーキングホリデーや語学留学で利用されます。日本語
学校が多い新宿や高田馬場近辺の物件を希望する人が多いです」（金さん）

ラ 　  タン キム 　  テ 　ヒ

　外国人観光客の増加につとめる日本政府観光局が8月21日に発表した資料に
よると、７月の訪日外客数は、前年同月比18.4%増の100万3千人。これまでの７月
では過去最高で、単月として過去最高であった2013年4月の92万3千人を8万人
上回り、初めて100万人台を記録した（左表）。中でも、台湾と香港は単月の過去
最高を記録。さらに、７月１日より短期ビザの免除措置が講じられたタイとマレー
シアは、前年同月比伸率が好調に拡大したという（タイ84.7%増、マレーシア
25.2%増）。
　まだまだ完全に上向いた状況ではない日本経済ではあるが、外国人観光客
の増加は外貨獲得だけでなく文化交流という点からも喜ばしい。
　彼らの滞在先の選択肢の一つとなっているのがゲストハウスだ。また、短期語
学留学やワーキングホリデーでの利用者も多い。賃貸管理業界ではこれまで外
国人というと、“トラブルが多い”というイメージが少なからずあったが、実際はど
うなのだろうか？　

　次に気になるトラブルについて聞いた。
「外国人入居者でのトラブルは“ゴミ出し”ですね。やはり、分別方法がお国
と違うので戸惑うようです。韓国では毎日ゴミが出せるので、曜日でゴミの種
類が変わる日本の出し方は覚えるのが難しい。入居者からの問い合わせも
ゴミのことが多いです」（金さん）
「その他の苦情はキッチンの使い方や音のマナーなど。とはいっても、外国
人入居者より日本人のほうが圧倒的によくないです。家賃の未払いや退去時
のトラブルも同様です」（松井さん）
　しかし、家賃の滞納や退去時の部屋の傷みなどは、いずれ帰国する外国
人となるとリスクが大きい。
「家賃滞納はほとんどありません。みなさん、“また日本に来たい”と思ってい
るようで、お部屋もきれいにご使用いただいています。退去時、荷物を少し置
いていかれる方がたまにいますが……。外国人入居者には、自国のご両親の
連絡先を聞いています。また、パスポートの緊急連絡先も控えさせていただ
きます」（羅さん）

　3名とも同社のゲストハウス管理業務は初めての本格的な仕事となる。
「英語が活かせるお仕事がしたいと考えていましたが、このようなお仕事が
あるとは思いませんでした。この会社に入っていろいろな国の方と仕事をし
て、いろいろな国のお客様とお会いして話をできるのがとてもおもしろい。
英語をしゃべる機会が増えたので、おかげさまで英語力もアップしました」
（松井さん）
「私もこのような仕事は初めてですが、今はいろいろな物件を回ることがと
ても楽しいです。日本語も上達してきてよかった」（金さん）
「最近、以前入居された方からの問い合わせが増えたのがうれしいですね。
入居者の方 と々の交流イベントなどもあり、友人が増えました」（羅さん）
　国際色豊かな若いスタッフがやりがいを感じて働けるゲストハウスの管理
運営業。若い世代が生き生きと働けるビジネスという意味からも、ゲストハウ
ス管理運営業が担う社会的役割は大きい。

設備や備品の使い方やゴミ出しは、各国
の習慣が違うので丁寧に説明する　

メールは事務所で集中して処理をする。
出先でのスマホ対応はしていない　
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あるとは思いませんでした。この会社に入っていろいろな国の方と仕事をし
て、いろいろな国のお客様とお会いして話をできるのがとてもおもしろい。
英語をしゃべる機会が増えたので、おかげさまで英語力もアップしました」
（松井さん）
「私もこのような仕事は初めてですが、今はいろいろな物件を回ることがと
ても楽しいです。日本語も上達してきてよかった」（金さん）
「最近、以前入居された方からの問い合わせが増えたのがうれしいですね。
入居者の方 と々の交流イベントなどもあり、友人が増えました」（羅さん）
　国際色豊かな若いスタッフがやりがいを感じて働けるゲストハウスの管理
運営業。若い世代が生き生きと働けるビジネスという意味からも、ゲストハウ
ス管理運営業が担う社会的役割は大きい。

設備や備品の使い方やゴミ出しは、各国
の習慣が違うので丁寧に説明する　

メールは事務所で集中して処理をする。
出先でのスマホ対応はしていない　
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　本会では毎年、全宅管理会員限定の研修会を企画・運営しております。7月末より申込み
受付を開始し、既に700名を超えるお申込みを頂きました。下記に本年度の残りの日程をご
案内致しますのでご確認ください。
　研修会では、①空室対策について②賃料滞納への対応について③入居者間トラブルにつ
いての3点を主要テーマとして講演致します。賃貸不動産管理業務を行う上で避けては通れ
ないこれらの問題に対して具体的な対応策が満載となっておりますので、ふるってお申込み
ください。

（8/30北海道、9/12福岡、9/20宮城、10/2東京、10/10岡山はすでに終了いたしました）
※研修会のお申込みはすでにFAXにてご案内しております申込書にてお願い致します。
申込書をなくされた方は、全宅管理HP「協会からのお知らせ」にも同じものがございますので、そちらを
ご確認ください。
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賃貸不動産管理業を応援する

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会

賃貸不動産管理業協会は2011年4月から「一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会」として新たにスタートしました。

スキルアップ＆サポート会報誌

●VOL.7 ： 特集
　管理業者のための防災対策
●賃貸営業のためのスキルアップミッション
●法律相談
　知っておきたい賃貸管理の法律知識Q＆A
●税務相談
　知っておきたい賃貸管理の税務知識Q＆A
●今どきの空室対策 レポート編
●全宅管理ウェブサイトの使い方
●協会インフォメーション

02

C O N T E N T S
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08

11
12

VOL.7
14

保存版 全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方全宅管理ウェブサイトの使い方

管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策管理業者のための防災対策Vol.7　特集

書籍等のご案内
　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会では、会員様のために下記頒布物をご
用意しております。
　ご購入は、全宅管理ウェブサイト「書籍等のご案内」から申込書をダウンロードし、
FAXにてお申し込みください。
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賃貸不動産管理業務マニュアル
賃貸不動産管理業務のノウハウ等を
効率的に提供する目的で本会が作成
致しました。この1冊で賃貸管理業務に
必要な知識が網羅できる充実した内
容となっております。
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　ご購入は、全宅管理ウェブサイト「書籍等のご案内」から申込書をダウンロードし、
FAXにてお申し込みください。
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賃貸不動産管理業務マニュアル

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会年　　　月

入居のしおり

入居のしおり
賃貸住宅で生活する上でのルールや
暮らしの心構えをまとめた小冊子です。
入居前や更新時に入居者にお渡しい
ただく等ご活用ください。

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会

入居のしおり

入居のしおり入居のしおり

原状回復基礎知識原状回復基礎知識
改訂版

原状回復基礎知識

一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会
所在地：東京都千代田区岩本町２丁目６番３号　TEL：03-3865-7031　FAX：03-5821-7330

HP：http://www.chinkan.jp

8 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（略称：全宅管理）の取組み
　全宅管理は、賃貸不動産管理業の健全な発展と適正化に資す
るために（公社）全宅連を母体に設立された団体で、全国で最大
数の賃貸不動産管理業者が所属しています。
　原状回復ガイドラインについては、各種研修会や解説書の頒
布等により傘下会員への啓発を行っているほか、トラブルの未
然防止のため本リーフレットを作成することにより広く一般の
方々への普及にも努めています。

7 物件チェックの重要性
　建物の賃貸借は、契約期間が長期にわたることが多く、当事
者の記憶だけでは損耗等の箇所・発生の時期等の事実関係を
巡ってトラブルになりやすいといえます。
　したがって、事実関係を明確にし、トラブルを未然に防止す
るためには、入居時及び退去時に損耗・毀損の有無や状況を

チェックするリストを作成し、当事者が立会いのうえ、十分に
確認することが必要です。チェックリストを作成しておけば、
後日トラブルが訴訟等になっても、迅速な解決に結びつくと考
えられます。

6 特約について
　賃貸借契約であっても、強行法規（例えば、借地借家法や消
費者契約法の規定）に反しないのであれば、当事者の合意で特
約を設けることは認められます。
　もっとも、裁判例では、一定範囲の小修繕を賃借人の義務と
する修繕特約については、単に賃貸人の修繕義務を免除する趣
旨であると制限的に解釈することが多いようです。
　また、最高裁は、経年変化や通常損耗分の修繕義務を賃借人
に負担させる特約について、賃借人が修繕費用を負担すること
になる通常損耗及び経年変化の範囲を明確に理解し、それを合
意の内容としたものと認められるなど、通常損耗補修特約が明

確に合意されていることが必要であるとの判断を示しています。
　したがって、ガイドラインは、借地借家法、消費者契約法等
の趣旨や、最高裁の判例等を踏まえ、原状回復に関する賃借人
に不利な内容の特約については、次のような要件を満たすこと
を要求しています。
①　特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、
　合理的理由が存在すること
②　賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等
　の義務を負うことについて認識していること
③　賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

　なお、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住
宅の設備等として使用可能な場合があり（つまり、このような
場合の当該設備の実際の残存価値は１円よりも高いということ
になります。）、このような場合には、賃借人は実際の残存価値に
相当する修繕費を負担する必要があることに留意する必要があ
ります。

（％）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

経過
年数

設備等の経過年数と賃借人負担割合
（耐用年数６年及び８年・定額法の場合）

賃借人負担割合（原状回復義務がある場合）

原状回復基礎知識
貸主様、借主様の双方の視点から原
状回復に係わる費用負担例をわかりや
すく説明しております。
Ａ4判4ページ。
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貸主様ご提案用リーフレット
貸主から不動産の管理業務を受託す
るための貸主提案用リーフレットです。
Ａ3判二つ折・カラー。

賃貸住宅事業収支計算ソフト
オーナー様に対して賃貸住宅の事業
収支計算書を作成するためのソフト
です。

賃貸管理業務支援ソフト
管理業務の基本である「月次報告書」

「家賃収納台帳」「履歴データ」を作成
するためのソフトです。

●会員価格：3,150円（税込）
●会員価格：50円(税込) ●会員価格：1セット（100部）

　1,100円（税込）

●会員限定：1セット（5枚入り）
　1,000円（税込）

●会員限定：79,800円（税込） ●会員限定：29,800円（税込）

（最低注文部数 100部から）


